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はじめに

大阪市西区にある税理士事務所【寺口税理士事務所】と申します。

当事務所は、常に最新・最高水準の「LAW　SERVICE」を行うため、スタッフ全員が日々自己研磨に勤めております。

また同時に、お客様を心地よくお迎えするための努力を惜しまず、「最上級のサービスをご納得いただける価格で提供」できるよう心がけております。





わたしたちのセールスポイント


	
1
	お客様担当は

    税理士資格者が対応
	
    お客様担当は無資格スタッフではなく必ず「税理士資格者」が対応いたします。

    



	
2
	スピード対応を重視
	
    早く正確であることがプロとして当たり前であると考えます。

    



	
3
	相続・不動産関連の

	税務も対応可能
	
    相続や不動産に関する様々な専門家との連携により、多角的税務戦略を構築します。

    



	
4
	英語での対応も可能
	
    海外子会社関連の税務支援や外国人顧客への英語対応も可能です。

    



	
5
	金融機関との

	対応・対策支援
	
    銀行等の金融機関との様々なやりとりにおいて、対応・対策支援いたします。

    



	
6
	税務署勤務の経験有り
	
    元国税での勤務経験や人脈を活かし、税務調査の立ち合い、折衝など、お客様サイドに徹してサポートします。

    



	
7
	顧問契約無しの

	単発の決算のみも歓迎
	
    顧問契約無しの単発・年1回の決算のみでも承っております。

    










こんな方に最適です


	
普段の経理処理等はほとんど自社でできるが、不安もあるので、電話相談と決算申告だけを税理士に頼みたい

	
小規模経営なので、年に１回の申告時期だけ税理士に依頼したい

	
取引金額は大きいが、業務の内容はさほど複雑でもないため、決算時だけ税理士に依頼したい

	
必要な時だけ、税務や経営について相談したい

	
先代からの税理士に依頼はしているが、別の意見（セカンドオピニオン）も聞いてみたい

	
会社の税務とは別に、個人資産の評価や土地売買・相続・贈与などについて相談したい

	
社長が外国人であるため、税務などの重要な事柄については、英語で直接説明して欲しい

	
税理士資格の無い担当スタッフではなく、税理士自身に直接対応して欲しい

	
知り合いにも税理士はいるが、プライベートな事なので、できれば全く無関係の税理士に相談したい

















	
	






お知らせ


	
	2023年12月12日　
	年末年始休業のお知らせ



	
	2023年7月11日　
	夏季休暇のお知らせ



	
	2023年3月16日　
	令和5年度健康保険料率について



	
	2022年12月6日　
	年末年始休業のお知らせ



	
	2022年7月6日　
	夏季休暇のお知らせ





一覧を見る






税務関係リンク

	国税庁
	日本税理士連合会
	近畿税理士会
	裁判所
	中小企業庁
	日本政策金融公庫







寺口税理士事務所

大阪府大阪市西区新町

1丁目13番16号　瀬戸松ビル7F

	TEL:
	06-6538-5666
	FAX:
	06-6538-5636


	税務、会計に関する代理及びコンサルティング業務
	相続、資産保全等に関する相談及び対策業務
	その他の各種専門家への紹介、窓口業務





	特定個人情報等の
適正な取扱いに関する基本方針
	特定個人情報等取扱規程
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